
第１節 薬物及び毒物に係る検査の活用

１　地方公共団体に対する死因究明等に係る専門的機能を有する体制整備への協力
【施策番号57】（再掲）

P22【施策番号24】参照

２　�死因究明に関し中核的な役割を果たす医療機関、大学等の施設・設備を整備する
費用の支援

【施策番号58】（再掲）

P48【施策番号54】参照

３　異状死死因究明支援事業による解剖・検査に必要な費用の支援
【施策番号59】（再掲）

P43【施策番号48】参照

４　死因究明に係る薬毒物検査における標準品の整備の必要性等に関する検討
【施策番号60】

厚生労働省においては、各地域において必要な死因究明等が円滑に実施され、その結果
が公衆衛生の向上・増進等に活用される体制の構築を推進するため、令和４年度から、死
因究明拠点整備モデル事業（薬毒物検査拠点モデル事業）を実施している。
薬毒物検査拠点モデル事業は、大学の法医学教室や検案する医師等が連携し、公衆衛生

の観点から薬毒物検査を実施するための拠点を試行的に構築し、運用する事業である。
令和５年度は１大学で同事業を実施しているところ、引き続き、同事業を推進し、その

成果や課題を踏まえつつ、薬毒物検査における標準品の必要性等を含め、必要な死因究明
等の体制の整備について検討を進めることとしている。
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資6-1-4 死因究明拠点整備モデル事業（薬毒物検査拠点モデル事業）のイメージ

＜拠点に求められる要件＞
○専⾨知識を有する教員がいる
（モデル事業予算で配置も可能）
○基本的な分析装置・データベースが
整備されている
※モデル事業予算での整備は不可

○薬毒物検査の実績を有している

【法医学教室】

⑤検査結果のフィードバック
・検出された薬物など結果を検案医にフィードバック

近隣県の検案医

具体的なスキームのイメージ

【遺族】

【検案医】

①検案医から遺族への承諾確認、モデル事業への協⼒依頼
・事件性のない死体について全数調査を実施
・侵襲性のある検査については遺族の同意が必要

※協力依頼や承諾確認は警察が行わないこと
※また、関係者との連携により別の者が実施することも可能

④検案書の発⾏

※あくまでイメージ。実際の運⽤は地域の状況に応じて構築。

特定の薬物・化合物について
全国的な検査の受け⼊れ・可能な範囲で取組

・連携が可能であれば
①～④を同様に実施

・可能な範囲で取組
・分析可能な機関が全国的に当該拠点
のみの場合など特定の薬物・化合物
の分析に強みがある場合などが想定
される

②検体を採取
・検案医が検体を採取して

所属医療機関へ持ち帰る

医療機関

③検体を郵送
・法医学教室へ郵送
・梱包方法など事前に配送業者と調整

集荷を依頼することも考えられる

※梱包⽅法や必要な⼿続きなど事前に
配送業者に確認の上、適切に取り扱うこと

※関係者との連携により別の
者が実施することも可能

出典：厚生労働省資料による

５　�必要な薬毒物定性検査を迅速かつ的確に実施するための科学捜査研究所の体制整備等
【施策番号61】（再掲）

P33【施策番号31】参照

６　警察における必要な定性検査の確実な実施
【施策番号62】

警察が死体の取扱いに際して実施する薬毒物検査には、死体取扱現場で行われる簡易検
査と科学捜査研究所等で行われる本格的な定性検査がある。警察においては、死体取扱現
場において、薬物及び毒物を検知することができる簡易薬毒物検査キットを用いた予試験
を徹底することや、複数の簡易薬毒物検査キットを活用するなど薬毒物検査の充実を図る
とともに、必要があると認めるときは、科学捜査研究所等において、分析機器による本格
的な定性検査を実施している。
令和５年中に警察が取り扱った死体19万8,664体のうち、死因・身元調査法第５条の規

定に基づく薬毒物検査が行われたものは18万6,243体（93.7％）であり、科学捜査研究所
等において分析機器による検査が行われたものは8,999体（4.5％）であった。
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資6-1-6 科学捜査研究所等における分析機器による薬毒物検査実施体数・実施率の推移

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
死体取扱数 167,808 169,496 173,220 196,103 198,664

うち薬毒物定性検査実施体数（※） 10,473 9,669 9,478 8,611 8,999
実施率 6.2％ 5.7％ 5.5％ 4.4％ 4.5％

※　死因・身元調査法第5条の規定に基づき、科学捜査研究所等において分析機器により実施したものに限る。
出典：警察庁資料による

７　�死因・身元調査法に基づく検査の適切な実施を推進するための都道府県警察と�
都道府県医師会、法医学教室等との連携強化等

【施策番号63】（再掲）

P34【施策番号32】参照

８　海上保安庁における必要な予試験の確実な実施
【施策番号64】

海上保安庁においては、死体の取扱いに際して、死体から採取した体液又は尿中の薬毒
物の有無を確認するため、簡易検査キットを用いた薬毒物検査を積極的に実施しているほ
か、必要があると認めるときは、都道府県警察又は大学の法医学教室に嘱託し、薬毒物に
係る定性検査を実施している。
令和５年中に海上保安庁が取り扱った死体331体のうち、死因・身元調査法第５条の規

定に基づき薬毒物検査が行われたものは52体（15.7％）であり、このうち、都道府県警察
又は大学の法医学教室に嘱託して、分析機器による検査が行われたものはなかった。

資6-1-8 海上保安庁における薬毒物検査実施体数・実施率の推移

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
死体取扱数 331 312 276 355 331

うち薬毒物検査実施体数（※） 59 54 53 45 52
実施率 17.8％ 17.3％ 19.2％ 12.7％ 15.7％

※　死因・身元調査法第5条の規定に基づき実施したものに限る。
出典：海上保安庁資料による
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９　�死因究明等の実施体制の充実に係る取組に対する大学施設等の活用等を通じた�
協力の要請

【施策番号65】（再掲）

P47【施策番号52】参照
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第２節 死亡時画像診断の活用

１　地方公共団体に対する死因究明等に係る専門的機能を有する体制整備への協力
【施策番号66】（再掲）

P22【施策番号24】参照

２　�死因究明に関し中核的な役割を果たす医療機関、大学等の施設・設備を整備する
費用の支援

【施策番号67】（再掲）

P48【施策番号54】参照

３　異状死死因究明支援事業による解剖・検査に必要な費用の支援
【施策番号68】（再掲）

P43【施策番号48】参照

４　死亡時画像診断に関する研修会の充実
【施策番号69】（再掲）

P６【施策番号７】参照

５　小児死亡例に対する死亡時画像診断の情報の収集・分析等
【施策番号70】（再掲）

P７【施策番号８】参照

６　�死因・身元調査法に基づく検査の適切な実施を推進するための都道府県警察と�
都道府県医師会、法医学教室等との連携強化等

【施策番号71】（再掲）

P34【施策番号32】参照
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７　死亡時画像診断の実施に協力を得られた病院との協力関係の強化・構築
【施策番号72】（再掲）

P34【施策番号33】参照

８　�死因究明等の実施体制の充実に係る取組に対する大学施設等の活用等を通じた�
協力の要請

【施策番号73】（再掲）

P47【施策番号52】参照
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T O P I C S

8 	 新潟県における死亡時画像診断の取組

新潟県警察では、犯罪死の見逃し防止の取組として、検視官が現場に臨場することができない場
合であっても、現場の映像等を送信し、検視官がリアルタイムに確認することができる映像伝送装
置や、体液又は尿中の薬毒物の有無を確認することができる簡易検査キットを活用していることに
加え、CT等による死亡時画像診断を積極的に活用している。
死亡時画像診断は、遺体にメスを入れることなく脳出血、大動脈解離等の出血性病変や骨折等の

存在を一定程度明らかにすることができ、死因の解明だけでなく、死因が解明されない場合であっ
ても、解剖の要否の判断や解剖時の死因の特定に有益である。
また、頭蓋骨や脊柱等の特徴と生前の画像情報の対比によって個人識別も可能で、遺族の心情に

配慮するという観点においても有効な手段となっている。
新潟県では、地理的な制約を生じさせないよう、新潟大学死因究明教育センターのほか県内33の

医療機関から協力いただき、県内全域において異状死死因究明支援事業による死亡時画像診断も積
極的に活用し、的確な死因究明による犯罪死の見逃し防止等に取り組んでいる。

【死亡時画像診断用CT装置】

写真提供：新潟大学
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